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○ 環 境 省 令 第 十 四 号 
地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 五 十 四 号 ） の 施 行 に 伴

い 、 並 び に 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 七 号 ） 第 二 十 一 条 第 六 項 及 び 第

七 項 の 規 定 に 基 づ き 、 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う

に 定 め る 。 

  令 和 四 年 四 月 一 日 

環 境 大 臣 山 口  壯 

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 総 理 府 令 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

第 二 条 第 一 項 中 「 並 び に 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項

の 指 定 都 市 及 び 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 十 二 第 一 項 の 中 核 市 （ 以 下 「 指 定 都 市 等 」 と い う 。 ） 」 を

「 及 び 市 町 村 （ 法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 （ 以 下 単 に 「 地 方 公 共 団 体 実 行
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計 画 」 と い う 。 ） に お い て 、 同 条 第 三 項 各 号 又 は 第 五 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め よ う と す る 市 町 村 に

限 る 。 次 条 第 一 項 及 び 第 五 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 、 「 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 （ 以 下

単 に 「 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 」 と い う 。 ） 」 を 「 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 事

業 者 」 を 「 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 （ 法 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 行 う と 見 込 ま れ る 者 そ の 他 の 事 業 者 」 に 改 め る 。 

第 三 条 第 一 項 中 「 指 定 都 市 等 」 を 「 市 町 村 」 に 改 め る 。 

第 四 条 中 「 第 二 十 一 条 第 十 項 」 を 「 第 二 十 一 条 第 十 五 項 」 に 改 め る 。 

第 五 条 中 「 指 定 都 市 等 」 を 「 市 町 村 」 に 、 「 第 二 十 一 条 第 十 一 項 」 を 「 第 二 十 一 条 第 十 六 項 」 に 改

め 、 同 条 の 次 に 次 の 五 条 を 加 え る 。 

（ 促 進 区 域 の 設 定 に 関 す る 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 ） 

第 五 条 の 二 法 第 二 十 一 条 第 六 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 促 進 区 域 （ 法 第 二 十 一 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 促 進 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 次 に 掲 げ る

区 域 が 含 ま れ な い こ と 。 
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イ 自 然 環 境 保 全 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 八 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 原

生 自 然 環 境 保 全 地 域 及 び 同 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 自 然 環 境 保 全 地 域 
ロ 自 然 公 園 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特

別 保 護 地 区 、 同 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 海 域 公 園 地 区 及 び 自 然 公 園 法 施 行

規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 厚 生 省 令 第 四 十 一 号 ） 第 九 条 の 十 二 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 特 別 地 域 （ 第

一 種 特 別 地 域 に あ っ て は 、 地 熱 発 電 の た め の 地 下 部 に お け る 土 石 の 採 取 を 行 う 地 域 を 除 く 。 ） 

ハ 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 二 十

九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 （ 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 （ 同 法 第 二 十 八 条 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 を い う 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 

ニ  絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 五 号 。 以 下

「 種 の 保 存 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 管 理 地 区 

二 促 進 区 域 に 次 に 掲 げ る 区 域 が 含 ま れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 促 進 区 域 に お い て 整 備 す る 地 域 脱

炭 素 化 促 進 施 設 （ 法 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 種 類
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、 規 模 そ の 他 の 事 項 に 応 じ 、 当 該 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 整 備 に よ り 次 に 掲 げ る 区 域 の 指 定 の 目

的 の 達 成 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る か ど う か を 検 討 し 、 当 該 お そ れ が な い と 認 め ら れ る こ と 、

又 は 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 に 法 第 二 十 一 条 第 五 項 第 五 号 イ に 掲 げ る 事 項 と し て 当 該 支 障 を 回 避 す

る た め に 必 要 な 措 置 を 定 め る こ と 。 

イ 自 然 公 園 法 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 国 立 公 園 又 は 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 国 定 公 園 の 区 域 の う

ち 、 前 号 ロ 以 外 の も の 

ロ 種 の 保 存 法 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 監 視 地 区 

ハ 砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 砂 防 指 定 地 

ニ 地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 地 す

べ り 防 止 区 域 

ホ 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 三 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 

へ 森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ） 第 二 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 十 五 条 の 二 第 一 項 若
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し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 林 （ 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 第 九 号 に 掲 げ る 目 的 を 達

成 す る た め に 指 定 さ れ た も の を 除 く 。 ） 

三 促 進 区 域 に お い て 整 備 す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 種 類 、 規 模 そ の 他 の 事 項 に 応 じ 、 当 該 地 域

脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 整 備 に よ り 次 に 掲 げ る 環 境 の 保 全 に 係 る 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る か ど う か

を 検 討 し 、 当 該 お そ れ が な い と 認 め ら れ る こ と 、 又 は 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 に 法 第 二 十 一 条 第 五

項 第 五 号 イ に 掲 げ る 事 項 と し て 当 該 支 障 を 回 避 す る た め に 必 要 な 措 置 を 定 め る こ と 。 

イ 種 の 保 存 法 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 の 生 息 ・ 生 育 へ の 支 障 

ロ 騒 音 そ の 他 生 活 環 境 へ の 支 障 

２ 促 進 区 域 は 、 環 境 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い と 見 込 ま れ る 場 所 か ら 定 め る こ と を 旨 と す る も

の と す る 。 

（ 促 進 区 域 の 設 定 に 関 す る 都 道 府 県 の 基 準 の 定 め 方 ） 

第 五 条 の 三 法 第 二 十 一 条 第 六 項 に 規 定 す る 都 道 府 県 の 基 準 （ 以 下 「 都 道 府 県 基 準 」 と い う 。 ） は 、

次 条 か ら 第 五 条 の 六 ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 、 定 め る も の と す る 。 
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第 五 条 の 四 都 道 府 県 基 準 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 旨 と し て 定 め る も の と す る 。 
一 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 が 確 保 さ れ る も の で あ る こ と 。 

二 当 該 都 道 府 県 が 策 定 す る 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 に 掲 げ る 目 標 と の 整 合 が 図 ら れ る も の で あ る こ

と 。 

三 太 陽 光 、 風 力 そ の 他 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 種 類 ご と の 潜 在 的 な 利 用 可 能 性 を 踏 ま え た も の で

あ る こ と 。 

四 国 又 は 地 方 公 共 団 体 等 が 有 す る 情 報 及 び 専 門 家 等 か ら の 聴 取 等 に よ り 得 ら れ る 客 観 的 か つ 科 学

的 な 知 見 に 基 づ く も の で あ る こ と 。 

２ 都 道 府 県 基 準 は 、 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 種 類 ご と に 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。 た だ

し 、 第 五 条 の 六 第 一 項 の 検 討 の 結 果 、 定 め る こ と を 要 し な い と 認 め ら れ る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。 

一 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 を 確 保 す る 観 点 か ら 促 進 区 域 に 含

め る こ と が 適 切 で な い と 認 め ら れ る 区 域 
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二 環 境 配 慮 事 項 （ 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 が 確 保 さ れ る よ う

考 慮 す べ き 事 項 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 、 市 町 村 が 促 進 区 域 を 定 め る に 当 た っ て 考 慮 を 要 す

る 事 項 （ 以 下 「 考 慮 対 象 事 項 」 と い う 。 ） 、 当 該 考 慮 対 象 事 項 ご と の 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に

応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 を 確 保 す る た め の 考 え 方 （ 地 域 の 環 境 の 保 全 の た め の 取 組 で あ

っ て 、 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置

を 定 め る た め の 考 え 方 を 含 む 。 ） 並 び に 当 該 考 慮 対 象 事 項 を 考 慮 す る に 当 た っ て 収 集 す べ き 情 報

及 び そ の 収 集 の 方 法 

３ 都 道 府 県 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 環 境 影

響 評 価 法 施 行 令 （ 平 成 九 年 政 令 第 三 百 四 十 六 号 ） 別 表 第 一 の 第 二 欄 及 び 第 三 欄 に 掲 げ る 要 件 に 該 当

し な い 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 に お い て 整 備 す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 に つ い て 、 そ の 規 模 又 は 設 置

の 形 態 若 し く は 場 所 そ の 他 の 事 項 を 勘 案 し て 検 討 し 、 そ の 結 果 、 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た

環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 の 確 保 の 観 点 か ら 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 一 部 の も の に つ い て 考 慮

を 要 し な い と 認 め ら れ る も の を 定 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 都 道 府 県 は 、 当 該 地
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域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 に 係 る 都 道 府 県 基 準 と し て 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 必 要 な も の （ 以 下

「 特 例 事 項 」 と い う 。 ） を 定 め る こ と が で き る 。 

４ 前 項 の 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 及 び 特 例 事 項 は 、 第 五 条 の 六 に 定 め る と こ ろ に 準 じ て 検 討 し 、 そ の

結 果 に 基 づ い て 定 め る も の と す る 。 

５ 都 道 府 県 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 例 事 項 を 定 め た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

環 境 影 響 評 価 法 施 行 令 別 表 第 一 の 第 二 欄 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し な い 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 に お い て

整 備 す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 に つ い て 、 そ の 規 模 又 は 設 置 の 形 態 若 し く は 場 所 そ の 他 の 事 項 を 勘

案 し て 検 討 し 、 そ の 結 果 、 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 の 確 保 の 観

点 か ら 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 考 慮 を 要 し な い と 認 め ら れ る も の を 定 め る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 当 該 都 道 府 県 は 、 当 該 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 に 係 る 都 道 府 県 基 準 と し て 、 第 五 条 の 二

各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

６ 前 項 の 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 は 、 第 五 条 の 六 に 定 め る と こ ろ を 参 酌 し て 検 討 し 、 そ の 結 果 に 基 づ

い て 定 め る も の と す る 。 
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（ 環 境 配 慮 事 項 ） 
第 五 条 の 五 環 境 配 慮 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 事 項 と す る 。 

一 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て 太 陽 光 を 電 気 に 変 換 す る も の 次 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 事 項 

イ 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 騒 音 に よ る 影 響 

⑵ 水 の 濁 り に よ る 影 響 

⑶ 重 要 な 地 形 及 び 地 質 へ の 影 響 

⑷ 土 地 の 安 定 性 へ の 影 響 

⑸ 反 射 光 に よ る 影 響 

ロ 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 動 物 の 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 
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⑵ 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 

⑶ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 へ の 影 響 
ハ 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 

⑵ 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 の 場 へ の 影 響 

二 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て 風 力 を 電 気 に 変 換 す る も の 次 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 事 項 

イ 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 騒 音 に よ る 影 響 

⑵ 重 要 な 地 形 及 び 地 質 へ の 影 響 

⑶ 土 地 の 安 定 性 へ の 影 響 

⑷ 風 車 の 影 に よ る 影 響 

ロ 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 
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⑴ 動 物 の 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 

⑵ 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 
⑶ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 へ の 影 響 

ハ 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 

⑵ 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 の 場 へ の 影 響 

三 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て 水 力 を 電 気 に 変 換 す る も の 次 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 事 項 

イ 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 水 の 汚 れ に よ る 影 響 

⑵ 富 栄 養 化 に よ る 影 響 

⑶ 水 の 濁 り に よ る 影 響 

⑷ 溶 存 酸 素 量 に よ る 影 響 
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⑸ 水 温 に よ る 影 響 

ロ 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 
⑴ 動 物 の 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 

⑵ 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 

⑶ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 へ の 影 響 

ハ 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 

⑵ 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 の 場 へ の 影 響 

四 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て 地 熱 を 電 気 に 変 換 す る も の 次 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 事 項 

イ 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 硫 化 水 素 に よ る 影 響 

⑵ 水 の 汚 れ に よ る 影 響 
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⑶ 騒 音 に よ る 影 響 

⑷ 温 泉 へ の 影 響  
⑸ 重 要 な 地 形 及 び 地 質 へ の 影 響 

ロ 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 動 物 の 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 

⑵ 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 

⑶ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 へ の 影 響 

ハ 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 

⑵ 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 の 場 へ の 影 響 

五 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て バ イ オ マ ス を 電 気 に 変 換 す る も の 次 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 事 項 

イ 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 
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⑴ 大 気 質 へ の 影 響 

⑵ 騒 音 に よ る 影 響 
⑶ 悪 臭 に よ る 影 響 

ロ 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 動 物 の 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 

⑵ 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 

⑶ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 へ の 影 響 

ハ 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 事 項 次 に 掲 げ る 事 項 

⑴ 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 

⑵ 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 の 場 へ の 影 響 

六 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 で あ っ て 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 熱 供 給 施 設 で あ る も の 地 域 の 自 然 的 社 会

的 条 件 又 は 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 規 模 そ の 他 の 事 項 に 応 じ て 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 が 確

保 さ れ る よ う 考 慮 が 必 要 と 判 断 す る 事 項 
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２ 前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 都 道 府 県 は 、 地 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 又 は 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設

の 種 類 、 規 模 そ の 他 の 事 項 に 応 じ て 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 が 確 保 さ れ る よ う 特 に 考 慮 が 必 要 と

判 断 す る 事 項 に つ い て 、 環 境 配 慮 事 項 と す る こ と が で き る 。 

（ 都 道 府 県 基 準 の 検 討 の 方 法 等 ） 

第 五 条 の 六 都 道 府 県 が 都 道 府 県 基 準 を 定 め る に 当 た っ て は 、 環 境 配 慮 事 項 ご と に 、 地 域 の 自 然 的 社

会 的 条 件 に 応 じ た 環 境 の 保 全 へ の 適 正 な 配 慮 が 確 保 さ れ る よ う 検 討 す る も の と す る 。 

２ 前 項 の 検 討 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 そ の 他 都 道

府 県 が 必 要 と 判 断 す る も の を 収 集 し て 行 う も の と す る 。 

一 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 大 気 質 へ の 影 響 並 び に

硫 化 水 素 、 騒 音 、 悪 臭 、 反 射 光 及 び 風 車 の 影 に よ る 影 響 住 居 が ま と ま っ て 存 在 し て い る 地 域 の

状 況 及 び 学 校 、 病 院 そ の 他 環 境 の 保 全 に つ い て の 配 慮 が 特 に 必 要 な 施 設 の 種 類 

二 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 水 の 汚 れ 、 富 栄 養 化 、

水 の 濁 り 、 溶 存 酸 素 量 及 び 水 温 に よ る 影 響 水 道 原 水 取 水 地 点 （ 水 道 原 水 水 質 保 全 事 業 の 実 施 の
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促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 六 年 法 律 第 八 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 取 水 地 点 を い う 。 ） 等 の 状 況 
三 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 温 泉 へ の 影 響 温 泉 の

状 況 

四 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 重 要 な 地 形 及 び 地 質 へ

の 影 響 地 形 及 び 地 質 の 状 況 

五 環 境 の 自 然 的 構 成 要 素 の 良 好 な 状 態 の 保 持 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 土 地 の 安 定 性 へ の 影 響 

土 地 の 形 状 が 保 持 さ れ る 性 質 の 状 況 

六 生 物 の 多 様 性 の 確 保 及 び 自 然 環 境 の 体 系 的 保 全 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 動 物 の 重 要 な 種 及

び 注 目 す べ き 生 息 地 へ の 影 響 並 び に 植 物 の 重 要 な 種 及 び 重 要 な 群 落 へ の 影 響 並 び に 地 域 を 特 徴 づ

け る 生 態 系 へ の 影 響 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 調 査 に よ り 確 認 さ れ た 人 為 的 な 改 変 を ほ と ん ど 受 け

て い な い 自 然 環 境 、 野 生 生 物 の 重 要 な 生 息 地 又 は 生 育 地 と し て の 自 然 環 境 そ の 他 ま と ま っ て 存 在

し 生 態 系 の 保 全 上 重 要 な 自 然 環 境 の 状 況 

七 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並
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び に 主 要 な 眺 望 景 観 へ の 影 響 眺 望 の 状 況 及 び 景 観 資 源 の 分 布 状 況 
八 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い の 確 保 に 関 す る 環 境 配 慮 事 項 の う ち 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い

の 活 動 の 場 へ の 影 響 野 外 レ ク リ エ ー シ ョ ン を 通 じ た 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 及 び 日 常 的 な

人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動 が 一 般 的 に 行 わ れ る 施 設 又 は 場 の 状 態 及 び 利 用 の 状 況 

３ 前 項 の 情 報 の 収 集 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。 

一 国 又 は 地 方 公 共 団 体 等 が 有 す る 文 献 そ の 他 の 資 料 （ 法 令 （ 条 例 を 含 む 。 ） に 基 づ く 土 地 利 用 に

関 す る 規 制 等 の 対 象 と な る 地 域 の 指 定 等 の 状 況 を 示 し た 図 面 等 を 含 む 。 ） を 収 集 す る 方 法 

二 専 門 家 等 か ら 科 学 的 知 見 を 聴 取 す る 方 法 

４ 都 道 府 県 は 、 第 一 項 の 検 討 の 経 緯 及 び そ の 内 容 並 び に 当 該 検 討 に 際 し て 参 考 に し た 資 料 等 を 適 時

に 明 ら か に す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 希 少 な 動 植 物 の 生 息 又 は 生 育 に 関 す る 情 報 そ の 他

公 に な っ て い な い 情 報 の 公 開 に 当 た っ て は 、 当 該 情 報 の う ち 秘 匿 す る こ と が 必 要 で あ る も の に つ い

て 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 

５ 都 道 府 県 は 、 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 に 定 め た 法 第 二 十 一 条 第 三 項 第 五 号 に 掲 げ る 目 標 （ 同 項 第 一
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号 に 規 定 す る 施 策 の 実 施 に 関 す る 目 標 に 限 る 。 ） の 達 成 状 況 及 び 関 連 す る 施 策 の 実 施 状 況 並 び に 地

域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 の 状 況 を 勘 案 し つ つ 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 都 道 府 県 基 準 の 見 直 し を

行 う も の と す る 。 

附 則 

こ の 省 令 は 、 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日 （ 令 和 四 年 四 月

一 日 ） か ら 施 行 す る 。 

 


